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◎ 後期高齢者医療における窓口負担割合の見直し、傷病手当金の支給期間の通算化、任意継続被保険者制度の見直し等を規定 

 

【法令名】 

全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律 

【掲載官報】 令和 3年 6月 11日 号外第 131号 83ページ 

【法令番号】 令和 3年 6月 11日 法律第 66号 

【管轄省庁】 厚生労働省 

【施行期日】 令和 4年 1月 1日から施行 

 ※一部の規定を除く  

【法令のあらまし】 【一 健康保険法の一部改正関係】 

 １ 任意継続被保険者に関する事項 

  ㈠ 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者（全国健康保険協会及び

健康保険組合をいう。２の㈡並びに３の㈠及び㈢において同じ。）に申し出た場合において、その申出が受理された日の属す

る月の末日が到来するに至った日の翌日から、任意継続被保険者の資格を喪失することとした。（第 38条関係） 

  ㈡ 健康保険組合は、任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額（以下この㈡において「資格喪失時

標準報酬月額」という。）が当該任意継続被保険者の属する健康保険組合が管掌する全被保険者の前年度の 9月の標準報酬月

額の平均額に基づいた標準報酬月額（以下この㈡において「平均標準報酬月額」という。）を超える任意継続被保険者につい

て、規約で定めるところにより、資格喪失時標準報酬月額（平均標準報酬月額を超え資格喪失時標準報酬月額未満の範囲内

においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額に基づいた標準報酬月額）をその者の標準報酬月額とする

ことができることとした。（第 47条第 2項関係） 

 ２ 傷病手当金に関する事項 

  ㈠ 傷病手当金について、その支給を始めた日から起算して 1年 6月を超えない期間支給することとされているところ、その

支給を始めた日から通算して 1年 6月間支給することとした。（第 99条第 4項関係） 

  ㈡ 保険者は、傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法（他

の法律において準用し、又は例による場合を含む。）又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定により給付
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を行う者に対し、当該給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができることとした。 

（第 55条第 2項及び第 128条第 2項関係） 

 ３ 保健事業における健康診断等の情報の活用促進に関する事項 

  ㈠ 保険者は、被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって必要があると認めるときは、被保険者等を

使用している事業者等（労働安全衛生法に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断（特定健康診査に相当する項目を

実施するものに限る。）を実施する責務を有する者その他厚生労働省令で定める者をいう。以下この３において同じ。）又は

使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同法その他の法令に基づき当該事業者等が保存してい

る当該被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを提供する

よう求めることができることとした。（第 150条第 2項関係） 

  ㈡ ㈠の規定により、労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しの提

供を求められた事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならないこととした。 

（第 150条第 3項関係） 

  ㈢ 保険者は、保健事業を行うに当たっては、事業者等から提供を受けた被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しその

他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うこととした。（第 150条第 4項関係） 

 ４ 育児休業中の保険料の免除要件に関する事項 

  ㈠ 育児休業等をしている被保険者（産前産後休業をしていることにより保険料を徴収しないこととされている被保険者を除

く。㈡において同じ。）の保険料について、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日

が属する月の前月までの月の保険料の徴収を免除することとされているところ、これに加え、その育児休業等を開始した日

の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数とし

て厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が 14日以上である場合は、当該月の保険料の徴収を免除することとし、

また、育児休業等の期間が 1月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限り徴収を免除することとした。 

（第 159条第 1項関係） 

  ㈡ 被保険者が連続する 2以上の育児休業等をしている場合（これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合を含む。）に

おける㈠の規定の適用については、その全部を一の育児休業等とみなすこととした。（第 159条第 2項関係） 
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【二 船員保険法の一部改正関係】 

 １ 疾病任意継続被保険者について、一の１の㈠に準じた改正を行うこととした。（第 14条関係） 

 ２ 傷病手当金について、一の２に準じた改正を行うこととした。（第 33条第 3項及び第 69条第 5項関係） 

 ３ 全国健康保険協会が実施する保健事業における健康診断等の情報の活用促進について、一の３に準じた改正を行うこととし

た。（第 111条第 2項～第 4項関係） 

 ４ 育児休業中の保険料の免除要件について、一の４に準じた改正を行うこととした。（第 118条関係） 

 

【三 厚生年金保険法の一部改正関係】 

  育児休業中の保険料の免除要件について、一の４に準じた改正を行うこととした。（第 81条の 2関係） 

 

【四 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正関係】 

  育児休業中の掛金又は徴収金のうち免除保険料額の免除要件について、一の４に準じた改正を行うこととした。 

（附則第 5条第 2項関係） 

 

【五 高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正関係】 

 １ 後期高齢者医療における一部負担金の負担割合に関する事項 

   被保険者の療養の給付に係る一部負担金の負担割合について、当該療養の給付を受ける者又はその属する世帯の他の世帯員

である被保険者その他政令で定める者について政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である場合

は、その負担割合を 100分の 20とすることとした。（第 67条第 1項関係） 

 ２ 特定健康診査等及び高齢者保健事業における健康診断等の情報の活用促進に関する事項 

  ㈠ 保険者（全国健康保険協会、健康保険組合、市町村（特別区を含む。以下同じ。）、国民健康保険組合、共済組合又は日本

私立学校振興・共済事業団をいう。㈡及び㈢において同じ。）は、特定健康診査及び特定保健指導の適切かつ有効な実施を図

るため、加入者（高齢者の医療の確保に関する法律に規定する加入者をいう。以下この㈠において同じ。）の資格を取得した

者が後期高齢者医療広域連合の被保険者の資格を有していたことがあるときは、当該後期高齢者医療広域連合に対し、当該

後期高齢者医療広域連合が保存している当該加入者に係る健康診査又は保健指導に関する記録の写しを提供するよう求める
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ことができることとした。（第 27条第 2項関係） 

  ㈡ 後期高齢者医療広域連合及び当該後期高齢者医療広域連合から高齢者保健事業の実施の委託を受けた市町村は、当該後期

高齢者医療広域連合の被保険者の資格を取得した者があるときは、当該被保険者が加入していた保険者に対し、当該保険者

が保存している当該被保険者に係る特定健康診査又は特定保健指導に関する記録の写しを提供するよう求めることができる

こととした。（第 125条の 3第 1項関係） 

  ㈢ ㈠又は㈡の規定により、健康診査若しくは保健指導に関する記録又は特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録の

写しの提供を求められた後期高齢者医療広域連合又は保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提

供しなければならないこととした。（第 27条第 4項及び第 125条の 3第 4項関係） 

 

【六 国民健康保険法の一部改正関係】 

 １ 未就学児に係る国民健康保険料等の被保険者均等割額の減額措置に関する事項 

  ㈠ 市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、6歳に達する日以後の最初の 3月 31日以前である被保険者につい

て条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は七に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料

又は地方税法の規定による国民健康保険税につき減額した額の総額を基礎とし、国民健康保険の財政の状況その他の事情を

勘案して政令で定めるところにより算定した額を当該市町村の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない

こととした。（第 72条の 3の 2第 1項関係） 

  ㈡ 国は、政令で定めるところにより、㈠の規定による繰入金の 2分の 1に相当する額を負担することとした。 

（第 72条の 3の 2第 2項関係） 

  ㈢ 都道府県は、政令で定めるところにより、㈠の規定による繰入金の 4分の 1に相当する額を負担することとした。 

（第 72条の 3の 2第 3項関係） 

 ２ 財政安定化基金に関する事項 

   都道府県は、国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通しを勘案して国民健康保険事業費納付金の著しい上昇の抑制

その他の都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営の確保のために必要があると認められる場合に、政令で定めると

ころにより、これに要する額として政令で定めるところにより算定した額の範囲内で財政安定化基金を取り崩し、当該都道府

県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れることができることとした。（第 81条の 2第 4項関係） 
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 ３ 保健事業における健康診断等の情報の活用促進に関する事項 

   市町村及び国民健康保険組合が実施する保健事業における健康診断等の情報の活用促進について、一の３に準じた改正を行

うこととした。（第 82条第 2項～第 4項関係） 

 ４ 都道府県国民健康保険運営方針に関する事項 

   都道府県は、都道府県国民健康保険運営方針において、当該都道府県内の市町村における保険料の水準の平準化に関する事

項を定めるとともに、当該都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険に関する特別会計における財政の状況及びそ

の見通しその他の事情を勘案し、当該都道府県内の市町村の国民健康保険に関する特別会計における財政の均衡を保つために

必要な措置を定めるよう努めることとした。（第 82条の 2第 2項及び第 5項関係） 

 

【七 地方税法の一部改正関係】 

  市町村は、国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に 6歳に達する日以後の最初の 3月 31日以前である被保険者がある場

合には、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定めるところにより、当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額を

減額することとした。（第 703条の 5第 2項関係） 

 

【八 生活保護法の一部改正関係】 

 １ 電子資格確認及び受給者番号等の告知制限等に関する事項 

  ㈠ 電子資格確認に関する事項 

   ⑴ 被保護者は、医療の給付のうち、指定医療機関に委託して行うものを受けるときは、厚生労働省令で定めるところによ

り、当該指定医療機関から、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法により、医療扶助を受給する被保護者である

ことの確認を受けることとした。（第 34条第 5項関係） 

   ⑵ ⑴の「電子資格確認」とは、被保護者が、保護の実施機関に対し、個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明

書を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、被保護者の医療扶助の受給資格に係る情報（医療の給付に

係る費用の請求に必要な情報を含む。）の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用す

る方法により、保護の実施機関から回答を受けて当該情報を医療の給付を受ける医療機関に提供し、当該医療機関から医

療扶助を受給する被保護者であることの確認を受けることをいうこととした。（第 34条第 6項関係） 
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   ⑶ 国、都道府県及び市町村並びに指定医療機関その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報

通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務が円滑

に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力することとした。（第 80条の 5関係） 

  ㈡ 受給者番号等の告知制限等に関する事項 

   ⑴ 厚生労働大臣、保護の実施機関、都道府県知事、市町村長、指定医療機関その他の保護の決定若しくは実施に関する事

務若しくは被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務又はこれらに関連する事務（以下この㈡において「保護の決定・

実施に関する事務等」という。）の遂行のため受給者番号等（公費負担者番号（厚生労働大臣が保護の決定・実施に関する

事務等において保護の実施機関を識別するための番号として、保護の実施機関ごとに定めるものをいう。）及び受給者番号

（保護の実施機関が被保護者に係る情報を管理するための番号として、被保護者ごとに定めるものをいう。）をいう。以下

この㈡及び一〇において同じ。）を利用する者として厚生労働省令で定める者（⑵において「厚生労働大臣等」という。）

は、当該保護の決定・実施に関する事務等の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外

の者に係る受給者番号等を告知することを求めてはならないこととした。（第 80条の 2第 1項関係） 

   ⑵ 厚生労働大臣等以外の者は、保護の決定・実施に関する事務等の遂行のため受給者番号等の利用が特に必要な場合とし

て厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る受給者番号等を告知することを

求めてはならないこととした。（第 80条の 2第 2項関係） 

 ２ 被保護者健康管理支援事業に関する事項 

   保護の実施機関は、被保護者健康管理支援事業の実施に関し必要があると認めるときは、市町村長その他厚生労働省令で定

める者に対し、被保護者に対する健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報その他厚生労働省令で定める必要な情報

の提供を求めることができることとした。（第 55条の 8第 2項関係） 

 ３ 支払基金等への事務の委託に関する事項 

  ㈠ 保護の実施機関は、医療の給付、被保護者健康管理支援事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保護者又

は被保護者であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金（九

及び一〇において「支払基金」という。）又は国民健康保険団体連合会（一〇において「連合会」という。）に委託すること

ができることとした。（第 80条の 4第 1項関係） 

  ㈡ 保護の実施機関は、㈠の規定により事務を委託する場合は、他の保護の実施機関、社会保険診療報酬支払基金法に規定す
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る保険者及び法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるものと共同して委託

することとした。（第 80条の 4第 2項関係） 

 

【九 社会保険診療報酬支払基金法の一部改正関係】 

  支払基金は、八の３の㈠の規定により情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を委託されたときは、その

収集若しくは整理又は利用若しくは提供に必要な事務を行うことができることとした。（第 15条第 2項関係） 

 

【一〇 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部改正関係】 

 １ 高齢者の医療の確保に関する法律の規定により厚生労働大臣から委託を受けて医療保険等関連情報を収集する者、介護保険

法の規定により厚生労働大臣から委託を受けて介護保険等関連情報を収集する者その他の保健医療等情報（法律の規定に基づ

き調査若しくは分析又は利用若しくは提供が行われる医療保険等関連情報、介護保険等関連情報その他の情報であってその調

査若しくは分析又は利用若しくは提供が国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するものをいう。以下この１において同

じ。）を収集する者（２において「連結情報照会者」という。）は、保健医療等情報を正確に連結するため、支払基金又は連合

会に対し、当該保健医療等情報に係る生活保護法に規定する受給者番号等を提供した上で、保健医療等情報を正確に連結する

ために必要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることができることとした。（第 12条第 1項関係） 

 ２ 支払基金又は連合会は、１の規定による求めがあったときは、連結情報照会者に対し、生活保護法の規定により委託を受け

て行う電子資格確認の事務に係る受給者番号等を利用し、１の厚生労働省令で定める情報を提供することができることとした。 

（第 12条第 2項関係） 

 

【一一 経過措置等】 

 １ 検討規定 

  ㈠ 政府は、この法律の公布後速やかに、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築する観点から、社会保障制度の改革

及び少子化に対処するための施策について、その実施状況の検証を行うとともに、総合的な検討に着手し、その検討の結果

に基づいて速やかに法制の整備その他の必要な措置を講ずることとした。（附則第 2条第 1項関係） 

  ㈡ 政府は、この法律の施行後 5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、必要が
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あると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとした。 

（附則第 2条第 2項関係） 

 ２ 経過措置 

   この法律の施行に関し、必要な経過措置を定めることとした。（附則第 3条～第 10条、第 12条、第 14条及び第 16条関係） 

【改正される法令】 ・健康保険法（大正 11年法律第 70号） 

・船員保険法（昭和 14年法律第 73号） 

・厚生年金保険法（昭和 29年法律第 115号） 

・公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成 25年法律第 63号） 

・高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57年法律第 80号） 

・国民健康保険法（昭和 33年法律第 192号） 

・地方税法（昭和 25年法律第 226号） 

・生活保護法（昭和 25年法律第 144号） 

・社会保険診療報酬支払基金法（昭和 23年法律第 129号） 

・地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成元年法律第 64号） 

・私立学校教職員共済法（昭和 28年法律第 245号） 

・国家公務員共済組合法（昭和 33年法律第 128号） 

・地方公務員等共済組合法（昭和 37年法律第 152号） 

・地方財政法（昭和 23年法律第 109号） 

・船員職業安定法（昭和 23年法律第 130号） 

・船員の雇用の促進に関する特別措置法（昭和 52年法律第 96号） 

・東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律（平成 23年法律第 40号） 

・外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和 37年法律第 144号） 

・登録免許税法（昭和 42年法律第 35号） 

・住民基本台帳法（昭和 42年法律第 81号） 

・租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和 44年法律第 46号） 
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・公害健康被害の補償等に関する法律（昭和 48年法律第 111号） 

・介護保険法（平成 9年法律第 123号） 

・放送大学学園法（平成 14年法律第 156号） 

・法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律（平成 15年法律第 40号） 

・独立行政法人地域医療機能推進機構法（平成 17年法律第 71号） 

・健康保険法等の一部を改正する法律（平成 18年法律第 83号） 

・持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律（平成 27年法律第 31号） 

・道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律（平成 18年法律第 116号） 

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25年法律第 27号） 

 


